
 

「悪質商法」にご注意！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長野県消費生活センター 

長野県で 

を実施します。 

平成２３年９月２１日（水）・２２日（木） 

【受付時間 ８：３０～１７：００】 

○長野消費生活センター （０２６）２２３－６７７７ 

○松本消費生活センター （０２６３）３５－１５５６ 

○飯田消費生活センター （０２６５）２４－８０５８ 

○上田消費生活センター （０２６８）２７－８５１７ 

【受付時間 １０：００～１８：００】 

○消費生活センターおかや （０２６６）２３－８２６０ 
 

長野県のほか、１３都県市、３消費者団体、国民生活センターでも同時期に、

「特別相談」を実施します。実施機関は裏面をご覧ください。 

 

相談事例 
 ＜次々販売＞ 

◆ 一人暮らしの母のもとに悪質な販売業者が度々訪れ、高額なネックレス、指輪などを契約させていることが

わかった。支払いができずに母が叔母に借金を申し込んでこの件が発覚した。通帳にはほとんど残高がな

い。解約させたい。 
 

＜金融商品＞ 

◆ 信託会社を名乗る業者から、特定企業の社債を買いたいが保有していないかとの電話があり、後日、その

企業から社債のカタログやパンフレットが送られてきた。地域貢献のため住民に優先的に社債の案内をし

ている、上場すれば株に転換することもでき、社債購入金額によって利率も変わると記載せれており、２口

２０万円を購入した。その後、配当日になっても利息が払い込まれず、不審に思いその企業へ問い合わせ

たが連絡がとれない。 
 

＜催眠（SF）商法＞ 

◆ 高齢の母が駅前で勧誘を受け、展示会場へ連れていかれて健康布団を契約してしまった。母は判断力が

少し不十分。良いものがあると誘われ、高価な商品を購入させられたようだ。クーリング・オフできるか。 



 

 

＊ 都・県（長野県を除く）・市については、各自治体１センターのみを掲載しています。お

問い合わせください。 

＊ 相談受付時間は各受付機関により異なりますので、お問い合わせください。 

 

【９月１４日、１５日､１６日実施】 

○ 東京都消費生活総合センター     （０３）３２３５－３３６６ 

○ 埼玉県消費生活支援センター     （０４８）２６１－０９９９ 

○ 千葉県消費者センター        （０４７）４３４－０９９９ 

○ 栃木県消費生活センター       （０２８）６２５－２２２７             

○ 群馬県消費生活センター       （０２７）２２３－３００１ 

○ さいたま市消費生活総合センター   （０４８）６４５－３４２１ 

○ 千葉市消費生活センター       （０４３）２０７－３０００ 

○ 横浜市消費生活総合センター     （０４５）８４５－６６６６ 

 ○ 相模原市北消費生活センター     （０４２）７７５－１７７０ 

    ○ （財）日本消費者協会        （０３）５２８２－５３１９ 

 

【9 月１４日、１６日実施】 

○（公益社団法人）日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会  

(０３）５７２９－３７１１ 

 

【9 月１5 日、１6 日、１7 日実施】 

○ かながわ中央消費生活センター    （０４５）３１１－０９９９ 

 

【９月１５日、１６日実施】 

○（独立行政法人）国民生活センター    （０３）５４４７－１４５１ 

○ 新潟県消費生活センター        （０２５）２８５－４１９６ 

○ 川崎市消費者行政センター       （０４４）２００－３０３０ 

○ 新潟市消費生活センター        （０２５）２２８－８１００ 

 

【9 月１７日、１８日実施】 

○（社)全国消費生活相談員協会      （０３）３４４８－１４０９ 

 

【9 月２１日、２２日実施】 

○ 長野県長野消費生活センター     （０２６）２２３－６７７７ 

○ 長野県松本消費生活センター     （０２６３）３５－１５５６ 

○ 長野県飯田消費生活センター     （０２６５）２４－８０５８ 

○ 長野県上田消費生活センター     （０２６８）２７－８５１７ 

○ 長野県松本消費生活センター岡谷支所 （０２６６）２３－８２６０ 

  

特別相談実施機関 




